
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第９１号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年４月３０日（水） １５時５０分ごろ 

発生場所 広島県呉市倉橋島北東方沖 

呉市所在の音戸灯台から真方位１３３°２,９００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１０.９′ 東経１３２°３３.６′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 遊
ゆう

友
ゆう

、５トン未満 

 ２９４－２１６６３広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底部に擦過傷、プロペラ軸に曲損等 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、同乗者１人を乗せ、船首約 

０.８ｍ、船尾約１.３ｍの喫水により、約２４ノットの対地速力で倉

橋島北東方沖を北進中、平成２６年４月３０日１５時５０分ごろ、呉

市小アジワ島東方沖の浅所に乗り揚げた。 

船長は、船体に衝撃を感じて乗り揚げたことに気付き、直ちに点検

を行い、海上保安庁に通報した。 

本船は、来援した広島市所在のマリーナの船によって離礁し、同マ

リーナまでえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 静穏、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１６cm（音戸ノ瀬戸） 

 その他の事項  船長は、本事故発生場所の北東方にある小アジワ島東方灯浮標と小

アジワ島との間の水路を約１年前に航行した経験があり、その時の航

跡をＧＰＳプロッターに表示させ、その航跡に沿って航行すれば、乗

り揚げることはないと思っていた。 

 本船には海図がなかった。 

 船長は、乗り揚げたとき、潮がかなり引いていることに気付いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、倉橋島北東方沖を北進中、船長が、以前航行したときのＧ

ＰＳプロッターの航跡に沿って航行すれば、乗り揚げることはないと



思い、水深及び潮汐を確かめるなど水路調査を行っていなかったこと

から、小アジワ島東方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、倉橋島北東方沖を北進中、船長が、以前航行し

たときのＧＰＳプロッターの航跡に沿って航行すれば、乗り揚げるこ

とはないと思い、水深及び潮汐を確かめるなど水路調査を行っていな

かったため、小アジワ島東方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 船長は、本事故後、本事故発生場所付近を航行するときは、小アジ

ワ島東方灯浮標の東側を航行することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行予定海域の水深及び潮汐を確認し、余裕水深を確保するこ

と。 

 


